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竹のように 

竹中  郁 

のびろ のびろ 

まっすぐ のびろ 

こどもたちよ 

竹のように のびろ 

 

風をうけて さらさらと鳴れよ 

日をうけて きらきらと光れよ 

雨をうけたら じっとしてろ 

雪がつもれば いっそうこらえろ 

石を投げつけられたら 

かちんと ひびけ 

 

ぐんぐん 根を張れ 

土の中で その手と その手を 

がんじがらめに握りあえ 

竹 竹 竹 竹のように 

のびろ 

五月のみどりよ もえあがれ 
 

新緑の美しい、さわやかな季節になりました 

 

入学・進級から約 1 カ月が経ち、子どもた

ちは、それぞれの学年の意識をもって、新し

い学校生活を始めました。 

いちねんせいは、学校生活のルールや、

教科学習の進め方をていねいに確かめてい

ます。 

2 年生は、同じフロアの一年生を気にしな

がら、ちょっとお兄さんお姉さんになった気

分です。 

3 年生は、生活科がなくなり、代わって理

科や社会科という教科、外国語活動が始ま

り、興味津々です。 

4 年生は、高学年の仲間入りという意識が

芽生え始めているようです。 

5年生は、新学習システムによる教科担任

制での授業にも慣れてきました。 

6 年生は、最高学年という自覚をもって、

自分たちの生活を作ろうと意識しているよう

です。 

 

すくすくと、まっすぐに、竹のように伸びる

子どもたちです。これからの一年間、学年

で、学級で、自分の良さを出し、友だちの良

さに触れながら、節目、節目を大切にして、

よりよい学校生活を送ってほしいと思いま

す。 

しかしながら、4月 30日現在、本県にも新

型インフルエンザ等対策特別措置法に基づ

く緊急事態宣言が発出され、予断を許さな

い状況が続いています。子どもたちの学校

生活においても、感染防止のための注意事

項や制限があるのが現状です。 

そのような中だからこそ、保護者のみなさ

まと私たち教職員が連携し、子どもたちのそ

れぞれのよさを認め、励まし、見守っていき

たいと思います。 

 

 

 



 ５月の予定 

 

3日（月） 憲法記念日 

4日（火） みどりの日 

5日（水） こどもの日 

6日（木） ポスティング家庭訪問～10日（月） 

11日（火） 尿検査、ポスティング予備日 

12日（水） 尿検査予備日 

13日（木） 歯科検診（全学年） 

16日（金） 視力検査（新 5年生） 

19日（月） 眼科検診（1・4年生） 

24日（月） 10分間読書～28日（金） 

授業参観・学級懇談（東多田・鼓が滝 

１丁目）、修学旅行保護者説明会 

25日（火） 授業参観・学級懇談（平野・鼓が滝 

２、３丁目・多田桜木） 

修学旅行保護者説明会 

27日（木） 全国学力・学習状況調査（6年生） 

28日（金） クラブ活動 

31日（月） 3年 市役所見学 

 

6月 

2日（水） 聴力検査（5年生） 

3日（木） 4年 里山体験学習 

聴力検査（3年生） 

4日（金） 自然学校保護者説明会 

聴力検査（2年生） 

9日（水） 聴力検査（1年生） 

15日（火） 修学旅行（広島）～16日（水）1泊 2日 

18日（金） 自然学校（丹波他）～22日（火） 

日帰り 2日と 2泊 3日 

23日（水） 耳鼻科検診（1・4年生） 

引き続き 感染拡大防止対策に 

ご協力をお願いします 

 

〇毎朝の検温及び風邪症状の確認、 

健康観察カードは、毎日提出をお願

いします。 

 

〇児童に、発熱等（37・5 度以上）の風

邪症状がある場合は、症状が消失

するまで出席停止とします。 

 

〇マスク着用にご協力願います。予備

もあると便利です。忘れた場合は、

職員室でお貸しします。翌日、個包

装のマスクをお返しください。 

 

〇手洗いを校内でも適宜行います。ハ

ンカチ等の準備を忘れないようお願

いします。 

 

〇免疫力を高めるため、十分な睡眠、

適度な運動、バランスの取れた食事

を心がけるようお願いします。 

 

※「感染防止の 3つのポイント」として、

上記以外に、市 HP 等でご協力を求

めているものです。 

○同居家族以外との会食は極力避け

ましょう。 

 

○体調が悪ければ「大事をとって」学

校や職場を休みましょう。 

 

 

 

現時点にて、上記のように計画しておりますが、依然、感染状況は増加傾向にあり、学校とし

て見通しが立てづらい状況にあります。今後延長された場合、「緊急事態宣言が発出されてい

る期間は、実施しないものとする」と通知を受けているものは下記のとおりであり、国や県、市か

らの通知により変更を余儀なくされる場合もあります。 

＊授業参観や懇談、家庭訪問 

＊運動会、体育大会 

＊修学旅行、自然学校（保護者説明会も含みます） 

＊校外学習 

一方で、保健行事（定期健康診断）については、予定された 

日程のとおり実施するものとします。 
 


